
                  同意書 

 

 私は下記内容について、新宿区から確認及び説明を受けた上で、その条件等に全て同意をします。 

 

                      記 

 

【申込住宅名              部屋番号       号室】 

 

≪申込の手続きについて≫ 

 

□ ２０歳未満のお子様がいらっしゃることが入居の条件です。 

 

□ 入居には、収入要件があります。 

 

□ 使用許可期間は１～５年で、住宅毎に管理期間があります。管理期間を超えた契約を結ぶことはできな

いため、管理期間終了日までに退去する必要があります。 

 

この住宅の管理期間は、令和    年    月    日までです。 

 

□ 入居後に名義人を変更することはできません。 

 

□ 使用料は定額ですが、共益費については毎年変動します。 

 

□ 保証手段は連帯保証人、敷金、保証会社から１つ選ぶ必要があります。 

・連帯保証人の場合 年間所得金額が使用者と同等以上の所得がある方に保証人になっていただきます。 

・敷金の場合    入居前までに家賃３か月分に相当する敷金を納付していただきます。 

・保証会社の場合  保証会社の審査があり、初回保証料の外、毎年、保証料の支払があります。 

 

□ 申込後、審査書類を郵送しますので、案内文書に記載されている期日までにご返送をお願いします。な

お、期日までに返送がない場合、申込を辞退したものとみなします。 

 

□ 入居手続き・設備確認等により、申込から入居まで最短で２か月程度かかります。なお、設備の確認に

は最善の注意を払っているところですが、入居後に不具合が生じることがあります。 

 

 

 

 

裏面に続く 

 

 



 

≪住宅の設備等について≫ 

 

□ 内見時に温水洗浄便座・エアコンが設置がされていない住宅は、区負担で設置します。既に設置されて

いる場合、新設・移設・交換はできません。また、型式等の指定はできません。 

 

□ エアコンは最大で２台の設置が可能ですが、住宅の構造上、１台しか設置ができない住宅があります。 

 

□ 食洗機の設置は、原則不可です。生活上、どうしても設置が必要な場合は、建物所有者に設置の可否を

確認しますので、お申し出ください。 

なお、区立住宅の設備は、食洗機の後付や接続に対応した構造ではありません。そのため、食洗機設置

による既存設備の改良箇所に係る事故等は、経年劣化の有無に関係なく、設置者による責任となります。

また、食洗機を設置している期間、接続されている設備の交換・補償ができません。 

 

□ 住宅によって、光回線が使用できない場合があります。 

 

□ 電気契約時、アンペア指定をしてください。規定では、１０アンペアで設定されています。電気会社に

よっては、契約変更にお時間がかかる場合があります。 

 

□ 年２回、消防点検にお立合いいただく必要があります。 

 

□ 区立住宅は、築３０年を超える建物が多いため、室内に多少の汚れやキズがある場合があります。 

 

□ 区立住宅は、民間住宅に比べて住宅の使用に制限などがあります。 

 

 

 

令和     年     月     日 

               住所                            

               氏名                            

               連絡先                           


